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施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

令
和 

★★手口★★  
 犯人は、銀行員などをかたり「元号が変わったので

キャッシュカードが使えなくなる」「元号が変わった

のでキャッシュカードを新しくしたほうがよい」「確

認のため暗証番号を教えてください」などと電話でだ

まし、キャッシュカードを自宅まで取りに来ます！ 

車両等は、横断歩道等に接近する場合には、横断歩道等を通過する際に横断歩道

等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除

き、横断歩道等の直前（停止線の直前）で停止できるような速度で進行しなければなら

ない。この場合において横断歩道等により進路の前方を横断中または横断しようとす

る歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないよう

にしなければならない。 

 

【道路交通法第 38条第１項】 

歩行者は安全確認をしっかりしましょう！そして車が停止してから横断しましよう！ 

横断歩行者を認めた場合、横断歩道の手前で必ず停止し、歩行者に道を譲りま

しょう。 

 

 


